
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

【ネットワークの構成員・団体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 団体等の名称 

障害者団体 

稲美町身体障害者福祉協議会 

稲美町手をつなぐ育成会 

稲美町肢体不自由児者親の会“あじさいの会” 

障害者相談員 

心身障害者（児）相談員（身体） 

心身障害者（児）相談員（知的） 

精神障害者相談員 

委託相談支援 
事業者等 

稲美町障がい者基幹相談支援センター 

障害福祉 

サービス事業所 

（福）こばと会 

ＮＰＯ法人 らいふサポートくるみ  

（医）EMIFULL SORATOいなみ 

関係機関・団体 

（一社） 加古川医師会 

（福）稲美町社会福祉協議会 

稲美町民生委員児童委員協議会 

稲美町自治会長会 

稲美町シニアクラブ連合会 

稲美町商工会 

加古川障害者就業・生活支援センター 

兵庫県立いなみ野特別支援学校 

行政機関 

加古川公共職業安定所（ハローワーク） 

加古川健康福祉事務所 生活福祉課 

加古川健康福祉事務所 地域保健課 

稲美町教育委員会 教育課 

稲美町健康福祉部 こども課 

稲美町健康福祉部 健康福祉課 

稲美町経済環境部 産業課 

稲美町経済環境部 危機管理課 

オブザーバー 
学識経験者 

東播磨圏域障害者等相談支援コーディネーター 

きょういくそうだん 

教育相談 

０７９－４９２－９１４９ 

稲美町教育委員会 教育課 
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2011年から活動しています。 

みんなで考えて、みんなで支えて、みんなで参加する、地域づくり 

  稲美町地域自立支援協議会 『アーチ』 

ちょうのそうだんまどぐち 

町の相談窓口 

０７９－４９２－９１３６ 

稲美町 地域福祉課障がい福祉係 

ふくしのそうだんまどぐち 

ふくしの相談窓口 

０７９－４９２－８６６８ 

稲美町社会福祉協議会 

 

しょうがいしゃきかんそうだんしえん 

障がい者基幹相談支援センター 

０７９－４９２－５５７７ 

≪障害者（身体・知的・精神） 

相談員による相談≫ 

相談を希望される方は、相談員にお繋
ぎしますので、基幹相談支援センター
までご連絡ください。 

ひとりで悩まないで、

ご相談を 

（絵）兵庫県立東播磨高校 美術部 久保晴菜さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

 

                                             

 

 

 

 

  

                

 

 

    

                                                                              

 

                                         

 

 

 

 

 

たとえば、 

こんなことで困っていませんか？ 
 

例① 特別支援学校か地域の学校、どうしよう･･･ 

例② 仕事に就きたいのだけど･･･ 

例③ 母親が入院生活をする間、 

障がいのある我が子をどうしたらいいの？ 

例④ 親亡き後どうしよう？ 

例⑤ 災害の時、どこに避難すればいいの？ 

子育てのこと、暮らしのこと、 

学校のこと、福祉サービスのこと、 

支援のかたち、地域の情報・・・ 

わからないことがいっぱい・・・ 

[ケア会議拡大] 
ひとりではしんどいが、皆で支え合えば大丈夫 

[新たな協働] 
我が町のオリジナルな支援づくり 

[ネットワーク化] 
領域を超えたネットワークづくり 

[ニーズ中心]  

個人のニーズを地域のニーズにつなげる協議会 

 

教育分野とのコラボ 

障がいのある人のくらしに関する 

システムとは・・・ 

仲間内での立ち話や愚痴をそのままで終わらせず、 

「何とかしましょうよ」と 提案・問題提起する場 

    

[支援プロジェクト] 
個別支援会議から必要なサービスへ･･･ 

 

 

① 共通の目的を持つこと  

 

② 情報を共有すること 

 

③ 具体的に協働すること  

 

④ 地域の関係者によるネットワークを構築すること 

 

基 本 目 標 

全 体 会 議 

組織図 

運 営 会 議 

 課題別会議  個別支援会議 

 専門部会 

障がいのある人が地域において自立した日常生活や社会生活を営む

ためには、障害福祉サービスの確保とともに、個々のニーズに合わせ

た複数のサービスを適切に結び付けて調整する事が重要となります。

稲美町地域自立支援協議会では、福祉サービス事業者、保健・医療、

教育、就労等の関連する分野の関係者のネットワークの構築を図り、

その人にあった支援につなげていくことを目的とします。 

目 的 

悩まず気軽に 

相談してもらっ

たら・・・ 

（基幹） 

本人 家族 

自己選択・自己

決定のために

は・・(相談員) 

 

サポートブッ

クを活用しま

しょう 

(教育委員会) 

 

 

緊急時の 

預かりは･･･ 

（行政） 

要支援の人の 

避難場所は？ 

（民生委員） 

 

避難訓練に、 

参加していただき

ましょう（自治会） 

住み慣れた地

域にグループ

ホームがあれ

ばなぁ（本人） 

社会資源が地域

にないと･･･ 

（支援事業者） 

ひとりで悩まず相談窓口へお電話下さい。（裏面記載） 

解決が難しい場合は、チームで話し合いましょう。 

 

  

 

 

 

 

『アーチ』 


